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一
　
は
じ
め
に

近
世
の
西
国
巡
礼
は
全
国
か
ら
多
く
の
巡
礼
者
を
集
め
て
い
た
が
、
武
蔵
、
下

総
、
山
城
、
長
門
、
肥
前
、
下
野
、
常
陸
、
豊
前
、
備
後
、
周
防
、
安
芸
、
摂
津

な
ど
の
出
身
者
が
多
か
っ
た
こ
と
が
、
札
所
寺
院
に
残
る
納
札
の
調
査
で
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
。

（
１
）

こ
れ
ら
巡
礼
者
が
た
ど
っ
た
経
路
に
つ
い
て
も
近
年
研
究
が
進

み
、
と
り
わ
け
自
治
体
史
に
よ
る
翻
刻
資
料
の
多
い
東
海
以
東
、
す
な
わ
ち
東
国

出
身
の
巡
礼
者
の
事
例
に
つ
い
て
は
蓄
積
が
多
い
。

巡
礼
の
旅
の
記
録
で
あ
る
道
中
日
記
を
み
る
と
、
西
国
巡
礼
者
は
少
数
を
除
い

て
ほ
と
ん
ど
が
伊
勢
に
参
宮
し
、
東
国
の
巡
礼
者
は
ま
ず
伊
勢
参
宮
を
済
ま
せ
て

か
ら
西
国
巡
礼
を
開
始
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
東
国
か
ら
の
巡
礼

者
は
伊
勢
ま
で
は
参
宮
者
と
同
じ
経
路
を
た
ど
る
こ
と
に
な
り
、
山
田
を
出
た
時

点
で
意
識
上
の
巡
礼
が
始
ま
る
と
い
え
る
。

（
２
）

伊
勢
ま
で
の
経
路
と
巡
礼
後
の
経
路

に
つ
い
て
は
既
往
の
研
究
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
り
、

（
３
）

伊
勢
参
宮
と
西
国
巡
礼
を
組

み
合
わ
せ
た
「
伊
勢
参
宮
＋
西
国
巡
礼
ル
ー
ト
」
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

一
方
近
畿
以
西
の
巡
礼
者
に
は
瀬
戸
内
航
路
の
利
用
が
み
ら
れ
、
伊
勢
参
宮
の

前
に
巡
礼
を
開
始
し
、
近
畿
地
方
の
巡
礼
者
は
居
住
地
に
近
い
札
所
か
ら
巡
礼
を

開
始
す
る
。

（
４
）

近
畿
地
方
の
西
国
巡
礼
者
は
札
所
と
巡
礼
路
か
ら
成
る
広
大
な
巡
礼

地
の
内
部
か
ら
巡
礼
に
出
る
こ
と
に
な
り
、
東
国
、
西
国
と
は
異
な
る
背
景
を
有

す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
巡
礼
者
は
、
巡
礼
に
先
立
っ
て
道
中
各
所
の
著
名
寺
社
や
名

所
旧
跡
を
見
物
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
出
発
地
か
ら
巡
礼
開
始
ま
で
の
最
短
距
離

の
経
路
を
選
択
せ
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
主
要
経
路
を
そ
れ
て
ま
で
参
詣
、
見
物
を
行
っ

西
国
巡
礼
の
経
路
の
複
合
性

―
―
伊
勢
以
前
と
谷
汲
以
降
―
―
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て
い
る
こ
と
も
判
明
し
て
い
る
。

（
５
）

こ
の
よ
う
な
道
中
で
の
参
詣
行
為
、
あ
る
い
は

巡
礼
者
特
有
の
事
情
が
経
路
の
選
択
に
影
響
を
与
え
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

従
来
看
過
さ
れ
、
巡
礼
地
に
い
た
る
経
路
を
類
型
化
す
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ

て
き
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
参
詣
行
為
に
よ
っ
て
経
路
が
選
択
さ
れ
る
可
能
性
を

探
る
た
め
、
東
海
道
宮
の
渡
し
と
佐
屋
路
を
例
に
参
詣
対
象
と
の
関
係
か
ら
選
択

要
因
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
な
お
近
畿
地
方
か
ら
の
巡
礼
者
に
つ
い
て
は
前
述

の
地
理
的
要
因
と
、
す
で
に
論
考
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

（
６
）

本
論
で
は
考
察

対
象
と
は
し
な
い
。

二
　
西
国
巡
礼
者
の
経
路

ま
ず
東
国
・
西
国
双
方
の
巡
礼
者
の
巡
礼
開
始
地
点
と
終
了
地
点
に
つ
い
て
整

理
し
て
お
き
た
い
。
各
地
か
ら
の
巡
礼
者
が
ど
の
札
所
か
ら
巡
礼
を
開
始
す
る
の

か
、
出
発
地
か
ら
巡
礼
地
ま
で
の
経
路
、
巡
礼
を
終
了
す
る
札
所
と
終
了
後
に
た

ど
る
経
路
に
つ
い
て
、
各
地
の
道
中
日
記
か
ら
抽
出
し
た
の
が
表
１
・
２
で
あ
る
。

東
国
の
巡
礼
者
は
参
宮
後
は
す
べ
て
同
じ
経
路
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
伊

勢
（
桑
名
）
に
い
た
る
ま
で
の
経
路
を
取
り
上
げ
る
。

各
地
か
ら
の
巡
礼
者
が
ど
こ
か
ら
巡
礼
を
開
始
す
る
か
を
み
る
と
、
札
所
１
番

の
那
智
山
青
岸
渡
寺
か
ら
巡
礼
を
開
始
す
る
か
、
札
所
27
番
の
書
写
山
円
教
寺
ま

た
は
33
番
谷
汲
山
華
厳
寺
か
ら
開
始
す
る
か
に
大
別
で
き
る
。
那
智
山
か
ら
巡
礼

を
始
め
る
の
は
、
東
海
以
東
の
巡
礼
者
で
あ
り
、
例
外
な
く
伊
勢
参
宮
を
す
ま
せ

て
い
る
。
一
方
書
写
山
か
ら
巡
礼
を
開
始
す
る
の
は
西
国
の
巡
礼
者
で
あ
る
。
筆

者
は
か
つ
て
東
国
の
巡
礼
者
に
と
っ
て
西
国
巡
礼
と
伊
勢
参
宮
と
は
不
可
分
で
あ

り
、
参
宮
せ
ず
に
巡
礼
を
開
始
し
た
巡
礼
者
は
記
録
で
見
る
限
り
皆
無
で
あ
る
と

報
告
し
た
が
、

（
７
）

今
回
四
例
の
参
宮
せ
ず
に
巡
礼
を
開
始
す
る
事
例
を
発
見
し
た
。

い
ず
れ
も
中
山
道
を
た
ど
り
、
札
所
33
番
の
谷
汲
山
華
厳
寺
あ
る
い
は
32
番
繖
山

観
音
正
寺
か
ら
巡
礼
を
開
始
す
る
。

巡
礼
の
終
了
地
点
は
１
番
の
那
智
山
か
ら
開
始
し
た
場
合
、
33
番
の
谷
汲
山
華

厳
寺
で
あ
り
、
帰
路
は
中
山
道
を
下
る
者
が
多
い
。
27
番
か
ら
開
始
し
た
西
国
の

巡
礼
者
は
24
番
中
山
寺
で
終
了
し
、
帰
路
は
山
陽
道
を
た
ど
る
か
、
大
坂
か
ら
瀬

戸
内
航
路
の
船
を
利
用
す
る
か
で
あ
る
。
33
番
の
谷
汲
山
か
ら
巡
礼
を
開
始
し
た

場
合
の
終
了
地
点
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
出
羽
Ｂ
―
１
の
事
例
は
32
番
の
観
音
正

寺
で
終
わ
り
、
武
蔵
Ｂ
―
１
は
27
番
の
書
写
山
で
あ
る
。
陸
奥
Ｂ
―
１
は
粉
川
寺

の
先
で
記
録
が
欠
け
て
い
る
が
、
１
番
の
那
智
山
で
終
了
し
た
と
推
定
で
き
る
逆

打
ち
の
事
例
で
あ
る
。
ま
た
出
羽
Ｂ
―
２
は
32
番
の
観
音
正
寺
か
ら
巡
礼
を
開
始

し
、
33
番
の
谷
汲
山
で
終
了
し
て
い
る
。

収
集
で
き
た
道
中
日
記
に
は
地
域
的
な
偏
り
が
あ
る
た
め
、
大
ま
か
な
傾
向
と

い
う
し
か
な
い
が
、
東
国
か
ら
の
巡
礼
者
は
参
宮
後
１
番
の
那
智
山
か
ら
巡
礼
を

開
始
し
、
33
番
で
終
了
す
る
も
の
と
、
少
数
で
は
あ
る
が
33
番
谷
汲
山
や
32
番
観

音
正
寺
か
ら
巡
礼
を
開
始
し
、
そ
れ
ぞ
れ
任
意
の
札
所
で
終
了
す
る
も
の
と
の
、

二
類
に
分
け
ら
れ
る
と
指
摘
で
き
る
。

（
１
）
東
国
の
巡
礼
者
の
経
路

巡
礼
地
ま
で
の
経
路
は
伊
勢
参
宮
の
後
巡
礼
を
開
始
す
る
場
合
、
伊
勢
湾
を
桑
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あ
り
、
北
国
街
道
は
陸
奥
（
陸
奥
16
）
と
出
羽
（
出
羽
Ｂ
―
２
）
の
巡
礼
者
で
あ

る
。
信
濃
の
巡
礼
者
以
外
は
い
ず
れ
も
善
光
寺
参
詣
す
ま
せ
て
か
ら
参
宮
し
、
巡

礼
を
開
始
す
る
。
陸
奥
と
出
羽
の
巡
礼
者
は
、
こ
れ
ら
の
四
例
以
外
は
日
本
海
側

の
出
身
者
も
江
戸
見
物
を
す
る
た
め
に
ま
ず
江
戸
に
出
る
こ
と
か
ら
、
中
山
道
を

通
行
す
る
の
は
わ
ず
か
に
二
例
で
あ
る
が
、
筆
者
が
収
集
し
た
参
宮
者
の
道
中
日

記
を
み
る
と
、
出
羽
の
参
宮
者
は
四
六
例
中
一
三
例
が
善
光
寺
に
参
詣
後
中
山
道

を
通
行
し
、
陸
奥
の
参
宮
者
も
五
二
例
中
九
例
が
同
様
の
経
路
を
選
択
す
る
。
北

国
街
道
を
た
ど
っ
た
巡
礼
者
を
も
含
め
る
と
、
出
羽
・
陸
奥
両
国
の
巡
礼
者
に
お

け
る
東
海
道
と
そ
れ
以
外
の
街
道
と
の
利
用
比
は
、
参
宮
者
も
巡
礼
者
も
変
わ
ら

な
い
。
こ
れ
は
越
後
の
巡
礼
者
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
中

山
道
を
進
み
谷
汲
山
か
ら
巡
礼
を
始
め
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
参
宮
を
優
先
し
て

い
る
反
面
、
前
述
の
「
伊
勢
参
宮
＋
西
国
巡
礼
ル
ー
ト
」
に
は
該
当
し
な
い
巡
礼

者
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
信
濃
の
巡
礼
者
は
資
料
が
表
に
掲
げ
た
一
点
と
少
な
い
た
め
断
定
で
き
な

い
が
、
実
際
に
は
中
山
道
を
選
択
す
る
も
の
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
か
も
知

れ
な
い
。
そ
れ
は
信
濃
の
参
宮
者
の
多
く
が
往
路
に
身
延
山
・
秋
葉
山
・
鳳
来
寺

に
参
詣
す
る
た
め
、
吉
田
以
東
で
東
海
道
に
出
る
か
ら
で
あ
り
、
巡
礼
者
も
同
経

路
を
利
用
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

一
方
33
番
の
谷
汲
山
か
ら
巡
礼
を
開
始
す
る
三
例
は
、
赤
坂
ま
で
中
山
道
を
進

み
、
赤
坂
か
ら
谷
汲
巡
礼
街
道
を
通
行
す
る
。
そ
の
う
ち
陸
奥
Ｂ
―
１
は
播
磨
の

三
札
所
と
京
都
市
中
及
び
20
番
の
西
山
善
峰
寺
と
21
番
菩
提
山
穴
生
寺
の
参
詣
順

序
が
異
な
る
以
外
は
順
序
通
り
の
逆
打
ち
と
な
っ
て
い
る
。
32
番
の
観
音
正
寺
か

名
に
渡
っ
た
後
は
、
す
べ
て
同
じ
経
路
と
な
る
。

す
な
わ
ち
桑
名
か
ら
四
日
市
の
日
永
ま
で
東
海
道

を
通
行
し
、
日
永
で
参
宮
表
街
道
に
は
い
り
、
参

宮
後
山
田
か
ら
田
丸
ま
で
参
宮
本
街
道
を
進
ん
だ

後
、
熊
野
街
道
を
た
ど
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

桑
名
ま
で
は
五
通
り
の
経
路
が
あ
る
。
利
用
者
の

多
い
順
に
み
る
と
、
第
一
は
宮
で
東
海
道
か
ら
佐

屋
路
に
入
り
、
佐
屋
か
ら
桑
名
に
渡
る
経
路
で
あ

る
。
第
二
は
東
海
道
を
そ
の
ま
ま
進
み
、
宮
か
ら

桑
名
に
渡
る
経
路
。
第
三
は
中
山
道
を
瑞
浪
か
ら

太
田
の
間
で
離
れ
て
名
古
屋
方
面
に
向
か
い
、
佐

屋
路
に
至
る
経
路
で
あ
る
。
第
四
は
中
山
道
を
瑞

浪
の
先
で
離
れ
て
名
古
屋
に
向
い
、
宮
か
ら
桑
名

に
渡
る
経
路
で
あ
り
、
第
五
は
北
国
街
道
か
ら
中

山
道
・
御
代
参
街
道
を
経
て
、
近
江
土
山
か
ら
東

海
道
を
桑
名
に
至
る
経
路
で
あ
る
。
ほ
か
に
三
河

湾
岸
の
湊
か
ら
直
接
渡
船
で
伊
勢
に
渡
る
事
例
が

二
例
あ
る
。

巡
礼
者
の
出
身
地
に
よ
る
利
用
経
路
の
ち
が
い

を
み
る
と
、
往
路
に
中
山
道
を
利
用
す
る
の
は
出

羽
二
例
（
出
羽
６
・
出
羽
Ｂ
―
１
）
・
越
後
・
佐

渡
・
信
濃
・
武
蔵
（
武
蔵
Ｂ
―
１
）
の
巡
礼
者
で

表２：西国巡礼者の経路２（伊勢参宮せずに巡礼を始める場合）�
資料番号 巡礼年 出身地域 巡礼開始札所 札所までの主要経路 巡礼開始前の主要参詣地 帰路�
陸奥B-1 万延3（1862） 稗貫郡 谷汲山 中山道 善光寺 粉河以降記録欠�
出羽B-1 天保11（1840) 置賜郡 谷汲山 中山道 善光寺 東海道�
出羽B-2 明和2（1765) 由利郡 繖山 北国街道 善光寺 美濃路・東海道�
武蔵B-1 寛政6（1794) 横見郡 谷汲山 中山道 妙義山 金毘羅以降記録欠�
備後B-1 延享4（1747） 三谿郡 書写山 山陽道  大坂より船�
備後B-1 文化3（1806） 沼隈郡 書写山 山陽道 国分寺 記録欠�
出雲B-1 万延1（1860） 能義郡 書写山 山陽道 誕生寺 西国街道・山陽道�
伊予B-1 宝暦3（1753） 桑村郡 書写山 下津井より山陽道 金毘羅 大坂より船�
筑前B-1 文久2（1862） 嘉麻郡 書写山 室津より山陽道 宮島・金毘羅 大坂より船�
豊後B-1 安永3（1774） 海部郡 書写山 日比より山陽道 西大寺 大坂より船�
豊後B-2 文化2(1805） 大野郡 書写山 赤穂より山陽道  大坂より船（金毘羅・大山寺経由）�
豊後B-3 文政3（1820） 海部郡 書写山 室津より山陽道 金毘羅 大坂より船（大山寺経由）�
肥前B-1 寛政1（1789） 松浦郡 書写山 室津より山陽道 宮島・金毘羅 大坂より船�
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ら
巡
礼
を
開
始
す
る
出
羽
Ｂ
―
２
は
北
国
街
道
か
ら
鳥
居
本
で
中
山
道
に
入
り
、

32
番
・
31
番
姨
綺
耶
山
長
命
寺
を
巡
っ
た
の
ち
、
土
山
か
ら
東
海
道
を
伊
勢
に
向

う
。谷

汲
で
の
巡
礼
終
了
後
は
中
山
道
を
下
る
巡
礼
者
が
最
多
で
あ
る
が
、
谷
汲
か

ら
は
糸
貫
・
尻
毛
を
経
て
加
納
で
中
山
道
に
は
い
る
か
、
長
瀬
の
先
で
尾
川
を
渡

り
佐
野
・
戸
羽
を
経
て
関
で
中
山
道
に
入
る
二
つ
の
経
路
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

後
者
は
道
が
わ
か
り
に
く
く
、
岐
阜
城
下
へ
出
る
前
者
の
経
路
が
主
に
利
用
さ
れ

た
。
ま
た
帰
路
に
東
海
道
を
通
行
す
る
場
合
は
、
佐
屋
路
か
ら
東
海
道
に
出
る
か
、

美
濃
路
か
ら
東
海
道
に
出
る
経
路
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
佐
屋
路
へ
は
白
石
か
ら

揖
斐
川
を
船
で
下
っ
て
今
尾
経
由
で
津
島
に
出
る
。
現
在
と
は
異
な
り
、
揖
斐
川

か
ら
木
曽
川
に
出
る
こ
と
が
で
き
、
白
石
か
ら
は
佐
屋
・
津
島
・
桑
名
ゆ
き
の
船

が
出
て
い
た
こ
と
が
巡
礼
者
の
道
中
記
に
記
さ
れ
て
い
る
。
美
濃
路
経
由
で
東
海

道
に
出
る
に
は
加
納
ま
で
前
述
の
経
路
を
た
ど
っ
た
後
、
笠
松
か
竹
鼻
で
木
曽
川

を
渡
り
、
美
濃
路
に
出
て
宮
で
東
海
道
に
至
る
。
ほ
か
に
越
後
の
巡
礼
者
し
か
使

用
し
な
い
が
、
谷
汲
巡
礼
街
道
・
中
山
道
を
関
ヶ
原
ま
で
引
き
返
し
、
関
ヶ
原
で

北
国
脇
往
還
に
出
て
、
北
国
街
道
を
ゆ
く
経
路
が
あ
る
。

帰
路
と
巡
礼
者
の
出
身
地
に
つ
い
て
み
る
と
、
中
山
道
を
利
用
せ
ず
北
国
街
道

を
利
用
す
る
の
は
越
後
の
巡
礼
者
で
あ
り
、
東
海
道
を
利
用
す
る
の
は
陸
奥
一
例

（
陸
奥
16
）
・
出
羽
二
例
（
出
羽
６
・
Ｂ
―
１
）
・
下
総
一
例
（
下
総
１
）
・
相
模

三
例
（
相
模
１
・
２
・
３
）
・
遠
江
五
例
（
遠
江
１
・
２
・
３
・
４
・
６
）
・
三

河
四
例
・
佐
渡
一
例
の
計
二
〇
例
で
あ
る
。
遠
江
と
三
河
の
巡
礼
者
は
谷
汲
か
ら

の
距
離
が
短
い
の
と
地
理
的
な
条
件
が
重
な
り
、
三
河
湾
か
ら
の
渡
船
を
除
い
て

は
一
様
に
東
海
道
を
往
復
す
る
。

と
こ
ろ
で
関
東
・
東
北
か
ら
の
巡
礼
者
の
多
く
が
「
伊
勢
参
宮
＋
西
国
巡
礼
ル

ー
ト
」
を
利
用
す
る
が
、
越
後
・
佐
渡
・
出
羽
な
ど
日
本
海
側
の
巡
礼
者
と
陸
奥

の
巡
礼
者
は
必
ず
し
も
東
海
道
を
利
用
し
て
参
宮
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘

し
た
。
ほ
か
に
も
相
模
の
巡
礼
者
は
五
例
中
三
例
が
東
海
道
を
往
復
し
、
帰
路
善

光
寺
に
参
詣
し
な
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。
相
模
は
参
宮
者
も
ま
た
往
復
東
海
道
を

利
用
す
る
例
が
少
な
く
な
い
。
駿
河
の
巡
礼
・
参
宮
者
が
東
海
道
を
往
復
す
る
こ

と
を
考
慮
す
る
と
、
西
国
巡
礼
と
善
光
寺
参
詣
に
つ
い
て
は
、
今
後
隣
接
す
る
甲

斐
と
と
も
に
地
域
性
を
再
度
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
従
来
は

東
北
地
方
の
日
本
海
側
の
巡
礼
者
も
江
戸
に
出
て
、
関
東
か
ら
の
巡
礼
者
と
同
経

路
を
通
行
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ら
地
域
も
同
様
で
あ
る
。

さ
ら
に
東
海
道
を
往
復
す
る
際
は
一
般
に
、
宮
の
渡
し
と
佐
屋
路
を
組
み
合
わ

せ
て
、
周
回
す
る
経
路
が
選
択
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
表
か
ら
は
佐
屋
路

の
往
復
や
美
濃
路
を
利
用
し
て
い
る
実
態
が
判
明
す
る
。
と
く
に
美
濃
路
の
利
用

に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
巡
礼
・
参
宮
経
路
を
考
察
す
る
上
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
が
な
か
っ
た
だ
け
に
、
伊
勢
湾
を
め
ぐ
る
経
路
に
つ
い
て
も
再
考
を
要
す
る
で

あ
ろ
う
。

（
２
）
西
国
の
巡
礼
者
の
経
路

書
写
山
か
ら
巡
礼
を
開
始
す
る
場
合
、
陸
路
の
巡
礼
者
は
出
雲
の
巡
礼
者
も
含

め
て
山
陽
道
を
通
行
し
、
姫
路
城
下
の
手
前
で
夢
前
川
に
沿
っ
て
書
写
山
に
入
る

か
、
中
に
は
城
下
を
見
物
し
夢
前
川
を
渡
っ
て
戻
る
者
も
い
る
。
書
写
山
か
ら
は
、
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26
番
法
華
山
一
乗
寺
・
25
番
御
嶽
山
清
水
寺
に
向
か
う
た
め
、
夢
前
川
沿
い
に

「
巡
礼
道
」
と
呼
ば
れ
る
経
路
を
た
ど
る
が
、
法
華
山
以
降
は
清
水
寺
か
ら
28
番
成

相
山
成
相
寺
へ
向
う
か
、
ま
た
は
中
山
寺
か
ら
大
坂
方
面
へ
向
う
。
四
国
・
九
州

の
巡
礼
者
は
往
復
と
も
に
瀬
戸
内
航
路
を
利
用
す
る
が
、
す
べ
て
室
津
以
西
で
上

陸
し
、
そ
こ
か
ら
は
陸
路
の
者
と
同
様
に
山
陽
道
を
た
ど
る
。

巡
礼
終
了
地
点
は
札
所
を
巡
る
順
序
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
た
め
に
24
番
中
山
寺

か
、
あ
る
い
は
名
古
屋
・
善
光
寺
方
面
に
旅
を
続
け
る
た
め
に
、
谷
汲
山
と
な
る

か
で
あ
る
。
中
山
寺
で
終
了
し
た
場
合
は
大
坂
か
ら
船
で
帰
路
に
つ
き
、
谷
汲
山

で
終
了
し
た
場
合
は
美
濃
路
で
名
古
屋
に
出
る
か
、
中
山
道
を
下
っ
て
善
光
寺
に

向
か
う
。
巡
礼
終
了
後
そ
の
ま
ま
帰
路
に
つ
く
場
合
は
、
往
路
が
陸
路
で
あ
っ
た

備
後
の
巡
礼
者
も
船
を
利
用
し
て
い
る
。

瀬
戸
内
航
路
の
利
用
と
そ
の
経
路
・
途
中
の
参
詣
地
に
つ
い
て
は
、
既
に
拙
稿

で
述
べ
た
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
往
復
と
も
瀬

戸
内
航
路
を
利
用
す
る
場
合
で
も
、
往
路
の
到
着
地
と
帰
路
の
出
帆
地
が
異
な
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
往
路
の
到
着
地
は
赤
穂
・
室
津
以
西
で
あ
り
、
帰
路
の
出

帆
地
は
大
坂
で
あ
る
。
こ
れ
は
参
宮
者
の
場
合
も
同
様
で
、
室
津
以
西
で
上
陸
し
、

帰
路
は
大
坂
か
ら
乗
船
す
る
。
そ
の
た
め
金
毘
羅
に
参
詣
す
る
の
は
、
東
国
の
巡

礼
者
が
播
磨
の
札
所
を
巡
る
前
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
西
国
の
巡
礼
者
は
巡
礼
開

始
前
か
終
了
後
と
な
り
、
巡
礼
前
か
後
か
は
定
ま
っ
て
い
な
い
。
巡
礼
者
の
出
身

地
と
利
用
経
路
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
資
料
が
少
な
く
具
体
的
に
指
摘
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
た
だ
参
宮
者
の
事
例
を
参
考
に
す
る
と
次
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る

こ
と
は
み
と
め
ら
れ
る
。
ま
ず
四
国
・
九
州
か
ら
の
巡
礼
者
は
、
往
復
と
も
船
を

利
用
し
、
帰
路
は
大
坂
か
ら
乗
船
す
る
こ
と
。
瀬
戸
内
側
の
備
後
以
西
か
ら
の
巡

礼
者
は
帰
路
に
船
を
利
用
し
、
周
防
・
長
門
で
は
往
路
に
も
部
分
的
な
船
の
利
用

が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

三
　
伊
勢
湾
の
渡
船
と
津
島
信
仰

前
項
で
は
伊
勢
湾
の
渡
船
は
ほ
と
ん
ど
が
佐
屋
・
桑
名
間
で
利
用
し
て
い
る
と

述
べ
た
が
、
伊
勢
へ
の
往
路
で
は
宮
の
渡
し
は
、
六
四
例
中
八
例
が
利
用
す
る
に

と
ど
ま
る
。
宮
・
桑
名
間
を
往
復
す
る
例
、
巡
礼
後
帰
路
に
桑
名
か
ら
宮
に
渡
航

す
る
例
も
な
い
。
巡
礼
終
了
後
に
東
海
道
を
利
用
す
る
の
は
一
七
例
あ
り
、
九
例

が
佐
屋
路
を
、
五
例
が
川
渡
し
を
利
用
し
て
笠
松
あ
る
い
は
竹
鼻
か
ら
、
木
曽
川

を
渡
り
宮
ま
で
美
濃
路
を
た
ど
る
。
往
復
と
も
東
海
道
を
利
用
す
る
一
一
例
に
つ

い
て
は
、
往
路
に
佐
屋
路
・
帰
路
に
美
濃
路
を
利
用
す
る
の
が
三
例
、
往
路
が
宮

の
渡
し
・
帰
路
が
佐
屋
路
と
い
う
組
合
せ
が
三
例
、
佐
屋
路
の
往
復
二
例
で
あ
る
。

宮
の
渡
し
は
、
利
用
者
が
少
な
い
だ
け
で
な
く
利
用
者
の
出
身
地
域
に
も
偏
り

が
あ
る
。
陸
奥
（
陸
奥
２
）、
信
濃
・
越
後
（
越
後
１
）
に
各
一
例
の
利
用
例
が
あ

る
以
外
は
、
相
模
（
相
模
２
・
４
）
・
遠
江
（
遠
江
２
・
３
）
・
三
河
（
三
河
１
）

の
東
海
道
沿
い
の
巡
礼
者
が
利
用
し
、
参
宮
者
も
同
様
に
、
信
濃
・
伊
豆
・
駿

河
・
相
模
・
遠
江
・
三
河
の
出
身
者
に
利
用
が
多
い
。
そ
し
て
巡
礼
者
同
様
、
帰

路
に
佐
屋
路
を
通
行
す
る
の
が
大
半
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
船
で
白
石
か
ら
揖
斐
川

を
下
る
場
合
、
宮
以
東
へ
行
く
な
ら
佐
屋
か
ら
陸
路
を
と
る
の
と
、
そ
の
ま
ま
桑

名
ま
で
下
り
、
桑
名
か
ら
渡
る
の
と
で
は
、
後
者
の
方
が
利
便
性
に
富
み
、
時
間
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的
に
も
差
は
な
い
。
ま
た
美
濃
路
を
通
行
す
る
こ
と
で
海
上
の
移
動
を
回
避
す
る

こ
と
が
で
き
る
た
め
、
宮
の
渡
し
の
利
用
が
少
な
い
の
は
通
常
い
わ
れ
る
海
上
の

距
離
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
と
み
ら
れ
る
。

距
離
の
問
題
と
い
う
の
は
、
宮
・
桑
名
間
の
海
上
七
里
の
危
険
を
避
け
る
た
め
に
、

津
島
ま
た
は
佐
屋
か
ら
の
渡
船
に
旅
人
が
集
中
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
佐
屋
か

ら
は
海
上
三
里
の
距
離
で
す
む
が
、
宮
か
ら
は
潮
の
状
態
や
、
湾
岸
の
埋
め
立
て

な
ど
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
一
〇
里
の
里
程
を
海
上
に
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
８
）

こ

の
点
に
つ
い
て
は
宮
・
佐
屋
両
宿
と
三
河
吉
田
の
宿
と
の
間
で
渡
海
を
め
ぐ
っ
て

紛
糾
し
た
際
の
差
し
上
げ
証
文
に
も
記
さ
れ
て
お
り
、

（
９
）

実
際
に
東
国
か
ら
の
参

宮
・
巡
礼
者
の
多
く
が
伊
勢
に
向
か
う
春
先
は
水
難
事
故
が
多
く
、
事
故
の
報
告

に
も
乗
船
者
に
参
宮
者
が
多
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）

第
二
は
津
島
の
牛
頭
天
王
信
仰
と
の
関
係
で
あ
る
。
表
で
は
佐
屋
路
と
一
括
し

た
が
、
実
際
に
は
宮
か
ら
佐
屋
へ
直
行
す
る
の
で
は
な
く
、
佐
屋
路
を
た
ど
る
ほ

と
ん
ど
の
巡
礼
者
が
一
里
程
遠
回
り
に
な
る
津
島
社
へ
参
詣
し
、
そ
の
後
津
島
か

ら
乗
船
す
る
か
、
佐
屋
に
出
て
乗
船
し
て
い
る
。
津
島
で
は
東
国
の
巡
礼
・
参
宮

者
は
札
や
御
守
を
受
け
る
ほ
か
、
御
師
の
手
代
に
案
内
や
も
て
な
し
を
受
け
て
お

り
、
講
と
し
て
祈
祷
銭
を
出
し
て
い
る
。

（
11
）

御
師
宅
で
の
飲
食
の
も
て
な
し
や
宿
泊

記
録
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
（
陸
奥
３
）、
な
か
に
は
堀
田
右
馬
太
夫
宅
で
泊
ま
る
予

定
が
「
取
り
込
み
に
て
」
池
田
屋
と
い
う
宿
を
斡
旋
さ
れ
た
と
記
す
巡
礼
者
も
い

る
（
陸
奥
10
）。
講
社
も
「
伊
勢
両
宮
・
津
島
三
社
代
々
講
連
名
簿
」
な
ど
と
伊
勢

講
と
共
通
に
な
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

（
12
）

津
島
社
に
は
四
社
家
あ
り
、
そ
の
檀
那
場
は
信
濃
・
越
後
・
甲
斐
・
下
総
・
武

蔵
・
陸
奥
・
出
羽
・
上
野
・
下
野
・
安
房
・
江
戸
・
相
模
・
伊
豆
・
駿
河
・
遠

江
・
常
陸
で
あ
り
、
実
際
に
摂
社
・
末
社
の
数
も
、
多
い
地
域
か
ら
順
に
静
岡
・

愛
知
・
岐
阜
・
長
野
・
埼
玉
・
東
京
・
福
島
・
千
葉
・
山
梨
・
宮
城
・
滋
賀
・
栃

木
・
神
奈
川
と
な
り
、
地
元
の
愛
知
・
岐
阜
・
静
岡
、
滋
賀
を
除
く
と
す
べ
て
東

国
で
あ
る
。

（
13
）

さ
ら
に
佐
屋
と
津
島
の
出
船
に
つ
い
て
は
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
の
定
め

に
よ
っ
て
、
天
王
祭
り
の
六
月
以
外
は
月
の
大
小
に
関
わ
ら
ず
前
半
一
五
日
間
は

津
島
か
ら
、
後
半
は
佐
屋
か
ら
出
船
と
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
継
立
荷
物
を
始
め

天
王
参
詣
以
外
の
諸
人
は
佐
屋
船
に
乗
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
実
態
は
津

島
か
ら
の
出
船
の
み
制
限
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（
14
）

ま
た
佐
屋
か
ら
の
方
が

海
上
距
離
が
三
里
と
短
い
の
に
加
え
て
、
佐
屋
か
ら
の
船
は
随
時
出
船
し
て
い
る

た
め
、
津
島
か
ら
乗
船
す
る
巡
礼
者
は
佐
屋
よ
り
少
な
く
、
表
中
の
巡
礼
者
の
中

に
は
津
島
か
ら
出
船
す
る
月
の
前
半
に
津
島
に
詣
で
て
も
、
佐
屋
船
に
乗
る
事
例

が
幾
つ
か
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
距
離
的
に
は
佐
屋
よ
り
さ
ら
に
遠
回
り
と
な
り
、

出
船
日
も
限
ら
れ
て
い
た
津
島
に
ほ
と
ん
ど
の
巡
礼
者
が
立
ち
寄
る
の
は
、
宮
の

渡
し
を
往
路
に
利
用
す
る
三
河
や
遠
江
の
巡
礼
者
が
帰
路
に
津
島
に
参
詣
し
て
い

る
点
か
ら
も
、
津
島
社
へ
の
参
詣
が
海
上
の
危
険
回
避
に
劣
ら
な
い
大
き
な
要
因

だ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

四
　
西
国
巡
礼
の
始
点
と
終
点

東
国
か
ら
の
巡
礼
者
は
、
参
宮
を
終
え
山
田
を
発
つ
時
点
で
、
意
識
的
に
は
西
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国
巡
礼
の
始
ま
り
を
認
識
し
て
い
た
。
そ
れ
は
巡
礼
者
自
身
の
記
録
に
も
み
ら
れ
、

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
の
上
野
の
巡
礼
者
石
川
小
兵
衛
は
「
是
よ
り
宮
川
渡
西

国
順
礼
札
所
」、

（
15
）

寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
の
安
房
の
巡
礼
者
は
「
是
よ
り
西
國

へ
と
赴
く
な
り
」
と
し
る
す
。

（
16
）

一
方
谷
汲
山
や
書
写
山
か
ら
巡
礼
を
始
め
る
巡
礼

者
た
ち
に
は
、
こ
の
様
な
特
別
な
意
識
を
道
中
記
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
ま
た
東
国
の
巡
礼
者
は
、
巡
礼
終
了
後
に
中
山
道
を
わ
ざ
わ
ざ
は
ず
れ
て
ま

で
も
善
光
寺
に
参
詣
す
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
が
、
西
国
で
は
善
光
寺
は
巡
礼

満
願
後
の
参
詣
対
象
で
は
な
い
。
出
雲
の
巡
礼
者
は
た
し
か
に
巡
礼
終
了
後
に
善

光
寺
に
参
詣
す
る
が
、
そ
の
後
日
光
・
江
戸
に
も
足
を
延
ば
し
、
関
東
周
遊
途
上

の
参
詣
地
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
備
後
の
巡
礼
者
も
善
光
寺
に
参
詣
す

る
が
、
谷
汲
山
か
ら
那
智
山
へ
と
巡
る
間
で
あ
り
、
善
光
寺
が
巡
礼
の
終
点
の
延

上
長
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
同
様
に
津
島
参
詣
も
伊
勢
と
は
さ
ほ
ど
離
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
西
国
の
巡
礼
者
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
越
後
の
巡
礼
者
は
、
参
宮
前
に
善
光
寺
に
参
詣
す
る
が
、
西
国
巡
礼

の
満
願
後
に
参
拝
す
る
の
と
は
意
味
が
異
な
る
。
た
と
え
巡
礼
者
が
満
願
後
の
参

詣
対
象
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
参
詣
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
西
国
の
巡
礼
者

が
、
巡
礼
途
中
の
谷
汲
山
で
東
国
の
満
願
巡
礼
者
と
同
様
に
笈
摺
や
髪
を
供
え
て

再
び
請
け
戻
す
の
と
同
様
、
心
情
的
に
は
満
願
の
予
祝
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
儀

礼
の
模
倣
と
も
い
え
よ
う
。

（
17
）

巡
礼
の
開
始
と
終
了
に
当
た
っ
て
は
、
誰
も
が
特
別

な
感
慨
を
持
つ
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
意
識
が
儀
礼
と
む
す
び
合
う
の
は
、
那
智
山

か
ら
巡
礼
を
開
始
し
谷
汲
山
で
終
了
す
る
巡
礼
者
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
の
他
の

巡
礼
者
に
と
っ
て
は
、
終
点
の
谷
汲
山
で
の
儀
礼
や
善
光
寺
参
詣
に
付
与
さ
れ
た

意
味
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
巡
礼
に
先
立
つ
津
島
・
伊
勢
に
相
当
す
る
定

型
化
し
た
参
詣
対
象
に
つ
い
て
は
越
後
や
東
北
の
日
本
海
側
の
巡
礼
・
参
宮
者
が

経
路
上
遠
回
り
と
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
善
光
寺
に
参
詣
す
る
例
が
少
な
か
ら

ず
あ
り
、
こ
れ
ら
地
域
の
巡
礼
者
に
と
っ
て
、
巡
礼
開
始
前
の
特
別
な
意
味
が
あ

る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
西
国
出
身
の
巡
礼
者
の
金
毘
羅
参
詣
と

同
様
に
今
後
資
料
の
増
加
を
待
っ
て
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

五
　
結
び

近
世
の
西
国
巡
礼
に
お
い
て
、
東
国
出
身
者
の
ほ
と
ん
ど
が
伊
勢
参
宮
の
後
に

巡
礼
を
開
始
す
る
が
、
彼
ら
は
参
宮
前
に
津
島
社
に
参
詣
し
、
そ
の
た
め
に
佐
屋

路
を
経
路
と
し
て
選
択
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
加
え
て
、
北
陸
以
北
の
日
本

海
側
の
巡
礼
者
が
、
参
宮
・
巡
礼
前
に
善
光
寺
に
参
詣
す
る
意
味
に
つ
い
て
も
考

察
す
る
必
要
を
指
唆
し
た
。
一
方
、
岩
鼻
通
明（

18
）

は
熊
野
三
山
へ
の
参
詣
の
有
無
を

基
に
、
伊
勢
西
国
参
詣
は
「
熊
野
参
詣
ル
ー
ト
」
と
「
熊
野
省
略
ル
ー
ト
」
と
い

う
分
類
を
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
提
言
す
る
が
、
西
国
巡
礼
の
１
番
札
所
で
あ

る
那
智
山
の
み
へ
の
参
詣
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
那
智
山
の
み
な
ら

ず
新
宮
と
本
宮
を
あ
わ
せ
た
熊
野
三
山
す
べ
て
の
参
詣
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
だ

け
を
基
準
と
し
て
い
る
。
岩
鼻
が
紹
介
す
る
資
料
の
う
ち
「
熊
野
参
詣
ル
ー
ト
」

に
相
当
す
る
九
点
の
資
料
の
う
ち
六
点
は
西
国
巡
礼
者
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
西
国
巡
礼
で
は
出
身
地
に
関
係
な
く
か
な
り
の
巡
礼
者
が
熊
野
三
山
す

べ
て
に
参
詣
し
て
お
り
、
巡
礼
者
は
す
な
わ
ち
熊
野
参
詣
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
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に
な
る
。
巡
礼
者
に
と
っ
て
の
熊
野
三
山
は
、
単
に
広
大
な
巡
礼
地
と
い
う
聖
地

の
中
に
位
置
す
る
の
で
は
な
く
、
一
番
札
所
と
い
う
特
定
の
聖
地
と
一
体
と
み
な

さ
れ
て
お
り
、
西
国
巡
礼
か
ら
熊
野
参
詣
の
み
を
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
そ
れ
は
三
十
三
ケ
所
の
札
所
す
べ
て
を
巡
る
こ
と
に
宗
教
的
意
味
を
有
す
る

西
国
巡
礼
か
ら
、
巡
礼
の
意
味
そ
の
も
の
を
奪
う
こ
と
に
も
な
る
。
つ
ま
り
西
国

巡
礼
そ
の
も
の
が
成
立
せ
ず
、
逆
に
巡
礼
者
と
熊
野
信
仰
と
の
関
わ
り
に
お
い
て

は
、
そ
の
視
点
さ
え
危
う
く
な
る
の
で
あ
る
。
西
国
巡
礼
の
経
路
を
め
ぐ
っ
て
は
、

巡
礼
地
に
至
る
ま
で
と
巡
礼
後
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
参
詣
対
象
に
よ
っ
て
、
あ
る
関

係
性
が
構
築
さ
れ
、
経
路
が
選
択
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
特
定
の
参
詣
対
象
の
み

を
抽
出
し
て
旅
の
性
格
を
規
定
す
る
こ
と
の
困
難
さ
こ
そ
が
近
世
の
旅
の
特
質
と

も
い
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
本
稿
は
巡
礼
者
が
巡
礼
地
に
至
る
ま
で
に
参
詣
対
象

に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
経
路
を
選
択
し
た
か
を
再
度
探
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

以
下
の
点
を
前
稿
「
西
国
巡
礼
の
始
点
と
終
点
」
に
付
け
加
え
る
。

１．

東
国
か
ら
の
巡
礼
者
に
は
、
伊
勢
参
宮
を
せ
ず
33
番
の
谷
汲
山
か
ら
巡
礼
を

始
め
、
任
意
の
札
所
で
巡
礼
を
終
了
す
る
例
が
あ
り
、
陸
奥
Ｂ
―
１
は
道
中

日
記
の
記
録
と
し
て
は
き
わ
め
て
稀
な
逆
打
ち
の
資
料
で
あ
る
。

２．

相
模
の
巡
礼
者
は
一
般
に
関
東
の
巡
礼
者
が
た
ど
る
と
さ
れ
る
、「
伊
勢
参

宮
＋
西
国
巡
礼
ル
ー
ト
」
を
利
用
せ
ず
東
海
道
を
往
復
す
る
例
が
あ
る
。

３．

越
後
・
出
羽
な
ど
日
本
海
側
の
巡
礼
者
は
善
光
寺
参
詣
の
後
、
伊
勢
参
宮
し

巡
礼
を
開
始
す
る
。

４．

伊
勢
湾
の
渡
船
は
、
宮
・
桑
名
間
の
危
険
回
避
に
加
え
て
、
津
島
の
天
王
信

仰
と
結
び
つ
い
て
佐
屋
路
の
利
用
が
多
い
。

附
記本

稿
は
主
著
者
田
中
智
彦
が
二
〇
〇
二
年
一
二
月
に
亡
く
な
っ
た
た
め
、
妻
一

美
が
智
彦
の
構
想
と
資
料
を
基
に
完
成
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
責
を
負

う
も
の
で
あ
る
。

本
稿
を
発
表
す
る
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館

な
ら
び
に
同
館
小
田
忠
氏
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

（
１
）
前
田
卓
「
西
国
巡
礼
と
四
国
遍
路
の
出
身
地
」『
巡
礼
の
社
会
学
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、
一
九
七
一
、
京
都
、
一
二
八
―
一
七
五
頁

稲
城
信
子
「
巡
礼
札
か
ら
み
た
西
国
三
十
三
所
信
仰
」『
西
国
三
十
三
所
霊
場
寺
院

の
総
合
的
研
究
』、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
〇
、
東
京
、
一
七
三
―
一
八
六
頁

：

同
「
巡
礼
札
一
覧
」、
同
書
二
三
五
―
二
五
六
頁

（
２
）
拙
稿
「
西
国
巡
礼
の
始
点
と
終
点
」
神
戸
大
学
文
学
部
紀
要
一
六
号
、
一
九
九
〇
、

三
九
―
六
一
頁：

同
「
近
世
の
西
国
巡
礼
者
に
み
る
伊
勢
参
宮
」
所
報
環
文
研
ｖ
ｏ

ｌ．
一
四
、
一
九
九
〇
、
一
二
―
一
七
頁

（
３
）
小
野
寺
淳
「
伊
勢
参
宮
道
中
日
記
の
分
析
」
東
洋
史
論
第
二
号
、
一
九
八
一
、
一
―

八
頁

：

同
「
道
中
日
記
に
み
る
伊
勢
参
宮
ル
ー
ト
の
変
遷
―
関
東
地
方
か
ら
の
場
合
」
人

文
地
理
学
研
究
Ⅹ
Ⅳ
、
一
九
九
〇
、
二
三
一
―
二
五
五
頁

（
４
）
拙
稿
「
道
中
日
記
に
み
る
畿
内
・
近
国
か
ら
の
社
寺
参
詣
」
交
通
史
研
究
第
四
九
号
、

二
〇
〇
二
、
一
九
―
四
五
頁

：

同
『
近
世
社
寺
参
詣
道
中
日
記
に
み
る
渡
船
・
航
路
の
利
用
』
平
成
六
・
七
年
度

科
学
研
究
費
補
助
金
（
一
般
研
究
（
Ｃ
））
研
究
成
果
報
告
書
、
大
阪
女
子
短
期

大
学
、
一
九
九
六
、
大
阪

（
５
）
拙
稿
「
伊
勢
参
宮
と
東
海
道
―
近
世
庶
民
の
社
寺
参
詣
」
豊
橋
市
美
術
博
物
館
図
録
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『
歴
史
の
道
―
東
海
道
―
』
所
載
、
二
〇
〇
一
、
豊
橋
、
三
〇
一
―
三
〇
八
頁

（
６
）
前
掲
注
（
４
）

（
７
）
前
掲
注
（
２
）

（
８
）
梶
川
勇
作
「
江
戸
期
の
東
海
道
佐
屋
路
と
佐
屋
宿
（
前
編
）」
金
沢
大
学
文
学
部
地

理
学
報
告
一
、
一
九
八
四
、
三
七
―
五
五
頁

（
９
）「
佐
屋
湊
と
船
番
所
」、
佐
屋
町
史
編
集
委
員
会
『
佐
屋
町
史
』
資
料
編
１
、
第
七
章
、

佐
屋
町
、
一
九
七
六
、
五
三
三
頁

（
10
）
前
掲
注
（
９
）
一
〇
八
四
―
一
〇
九
二
頁

（
11
）「
伊
勢
道
中
日
記
帳
」
福
生
市
郷
土
資
料
館
年
報
５
、（
４
）
伊
勢
道
中
関
係
史
料
、

一
九
八
四
、
一
〇
〇
―
一
〇
六
頁
に
は
「
弐
十
弐
人
ニ
て
御
祈
祷
金
壱
分
ニ
致
し
」

と
あ
る
。
し
か
し
大
半
の
巡
礼
者
は
、
札
一
枚
二
四
文
、
御
守
一
つ
百
文
、
掛
け
物

一
幅
百
文
と
金
額
の
み
記
し
て
い
る
（
一
例
を
あ
げ
る
と
天
保
一
三
年
の
常
陸
の
参

宮
者
先
崎
長
次
平
の
「
道
中
日
記
」：
大
宮
町
教
育
委
員
会
編
『
大
宮
町
史
』
資
料

集
、
大
宮
町
、
一
九
八
〇
所
収；

及
び
栗
原
順
庵
の
無
題
の
道
中
記：

金
井
好
道
編

『
伊
勢
金
比
羅
参
宮
日
記
』、
私
家
版
、
一
九
七
九
所
載
）。

（
12
）
金
森
敦
子
「
市
兵
衛
と
の
旅
―
『
伊
勢
道
中
日
記
覚
』
を
読
ん
で
―
」
志
木
風
土
記

（
志
木
市
史
調
査
報
告
書
）
一
〇
、
一
九
八
八
、
二
八
―
四
一
頁

（
13
）
小
島
廣
次
「
伊
勢
御
師
と
津
島
御
師
」
日
本
歴
史
地
名
大
系
　
歴
史
地
名
通
信
一
五
、

平
凡
社
、
一
九
八
三
、
一
―
三
頁；

伊
藤
晃
雄
「
津
島
神
社
の
御
師
活
動
と
太
々
講

社
」
津
島
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
津
島
市
史
』（
五
）、
津
島
市
教
育
委
員
会
、
一

九
七
五
、
一
七
六
―
二
〇
一
頁

（
14
）
前
掲
注
（
９
）
七
六
六
―
七
七
七
頁

（
15
）
五
十
嵐
富
夫
「
江
戸
時
代
の
道
中
日
記
に
あ
ら
わ
れ
た
庶
民
の
旅
―
道
中
記
と
紀
行

文
の
比
較
的
考
察
」
群
馬
女
子
短
期
大
学
紀
要
一
一
、
一
九
八
四
、
一
―
一
〇
頁

（
16
）
山
口
杉
庵
編
「
西
国
巡
礼
道
中
記
抄
」
安
房
先
賢
偉
人
顕
彰
会
編
『
安
房
先
賢
遺
著

全
集
』、
安
房
同
人
会
、
一
九
三
九

（
17
）
柱
に
打
ち
付
け
ら
れ
た
鯉
を
な
で
る
と
い
う
の
も
あ
る
。

（
18
）
岩
鼻
通
明
「
出
羽
国
か
ら
の
熊
野
三
山
参
詣
」
東
北
生
活
文
化
論
文
集
　
第
一
三
集
、

一
九
九
六
、
六
〇
―
六
六
頁

﹇
西
国
巡
礼
道
中
日
記
出
典
一
覧
﹈

陸
奥
１
・
柴
田
郡
・
庄
司
屋
敷
、
宝
暦
一
四
（
一
七
六
四
）、
日
下
左
七
「
伊
勢
参
宮
道
中

日
記
」（
柴
田
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
柴
田
町
史
　
通
史
篇
一
』、
柴
田
町
、

一
九
八
九
、
一
〇
三
七
―
一
〇
四
九
頁
）

陸
奥
２
・
白
川
郡
・
宝
坂
村
、
安
永
二
（
一
七
七
三
）、
古
市
源
蔵
「
西
国
道
中
道
法
并
名

所
泊
宿
附
」（
矢
祭
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
源
蔵
・
郡
蔵
日
記
』、
矢
祭
町
史

研
究
二
、
一
九
七
九
、
二
四
九
―
二
七
八
頁
）

陸
奥
３
・
田
村
郡
・
上
大
越
村
、
天
明
三
（
一
七
八
三
）、
白
石
三
次
「
西
国
道
中
記
」

（
大
越
町
教
育
委
員
会
・
町
史
編
さ
ん
室
編
『
大
越
町
史
』
二
、
資
料
編
一
、
一

九
九
八
、
九
九
三
―
一
〇
三
六
頁
）

陸
奥
４
・
白
河
郡
、
天
明
六
（
一
七
八
六
）、
川
瀬
氏
「
西
国
道
中
記
」（
川
瀬
雅
男
『
西

国
道
中
記
』、
自
刊
、
一
九
七
二
）

陸
奥
５
・
白
河
郡
、
寛
政
二
（
一
七
九
〇
）、
川
瀬
氏
「
西
国
道
中
記
」（
川
瀬
雅
男
『
西

国
道
中
記
』、
自
刊
、
一
九
七
二
）

陸
奥
６
・
白
河
郡
、
寛
政
一
二
（
一
八
〇
〇
）、「
西
国
三
十
三
観
音
札
所
巡
拝
道
中
記
」

（
福
島
県
西
白
河
郡
表
郷
村
文
化
財
調
査
委
員
会
編
『
西
国
三
十
三
観
音
札
所
順

拝
道
中
記
』
表
郷
村
郷
土
資
料
集
一
六
、
一
九
七
七
、
一
―
三
〇
頁
）

陸
奥
７
・
稗
貫
郡
・
石
鳥
谷
、
文
化
七
（
一
八
一
〇
）、
下
ノ
屋
敷
源
之
助
「
道
中
記
覚
」

（
村
谷
喜
一
郎
解
説
『
道
中
記
覚
』、
水
分
公
民
館
、
一
九
九
九
、
二
七
―
六
四
頁
）

陸
奥
８
・
会
津
郡
・
山
崎
村
、
文
政
七
―
八
（
一
八
一
〇
―
一
一
）、
小
澤
平
助
『（
表
紙

欠
）﹇
道
中
記
﹈』、
福
島
県
立
図
書
館
蔵

陸
奥
９
・
会
津
本
郷
、
文
政
一
〇
（
一
八
二
七
）、
三
治
エ
門
「
西
国
道
中
記
」（
星
友
喜

「
文
政
十
年
西
国
道
中
記
」、
会
津
史
談
七
二
、
一
九
九
八
、
九
二
頁
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陸
奥
10
・
耶
麻
郡
・
大
谷
村
、
文
政
一
三
（
一
八
三
〇
）、
吉
兵
衛
「（
伊
勢
参
宮
道
中
日

記
帳
）」（
高
郷
村
史
編
集
委
員
会
編
『
会
津
高
郷
村
史
』
一
、
歴
史
編
、
高
郷

村
、
一
九
八
一
、
三
三
一
―
四
三
頁

陸
奥
11
・
和
賀
郡
・
立
花
村
、
天
保
一
〇
（
一
八
三
九
）、
渡
辺
吉
蔵
「
参
宮
道
草
喰
」
・

「
金
銭
出
入
帳
」
・
「
買
物
帳
」
・
「（
参
宮
録
）」
二
帳
目
・
「
萬
諸
遣
留
帳
」

（
渡
辺
紘
良
「
天
保
十
年
の
伊
勢
参
り
の
記
録
」
一
―
四
、
独
協
医
科
大
学
教
養

医
学
科
紀
要
八
―
一
一
、
一
九
八
五
―
一
九
八
八
）（「（
参
宮
録
）」
は
江
戸
か

ら
上
三
栖
ま
で
）

陸
奥
12
・
耶
麻
郡
・
本
寺
村
、
天
保
一
一
（
一
八
四
〇
）、
大
森
勇
吉
「
伊
勢
道
中
記
」

（
磐
梯
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
磐
梯
町
史
』
民
俗
編
、
磐
梯
町
、
一
九
九
九
、
一

一
五
―
一
二
五
頁
）

陸
奥
13
・
石
川
郡
・
形
見
村
、
天
保
一
一
―
一
二
（
一
八
四
〇
―
四
一
）、
角
田
藤
左
衛
門

「
西
国
道
中
記
」（
石
川
町
教
育
委
員
会
編
『
石
川
町
史
』
下
、
石
川
町
教
育
委

員
会
、
一
九
六
八
、
一
九
三
―
二
三
八
頁

陸
奥
14
・
耶
麻
郡
・
大
谷
村
、
天
保
一
二
（
一
八
四
一
）、
物
江
安
右
衛
門
「
伊
勢
参
宮
道

中
日
記
帳
」（
高
郷
村
史
編
集
委
員
会
編
『
会
津
高
郷
村
史
』
一
、
歴
史
編
、
高

郷
村
、
一
九
八
一
、
三
三
一
―
四
三
二
頁

陸
奥
15
・
胆
沢
郡
・
目
呂
木
村
、
弘
化
四
（
一
八
四
七
）、
富
右
衛
門
「
伊
勢
参
宮
名
所
旧

跡
・
西
国
順
礼
道
中
日
記
」（
前
沢
町
史
編
集
委
員
会
編
『
前
沢
町
史
』
下
巻
二
、

岩
手
県
胆
沢
郡
前
沢
町
教
育
委
員
会
、
一
九
九
八
、
一
一
六
〇
―
一
二
〇
八
頁
）

陸
奥
16
・
弘
前
新
町
、
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）、
河
津
長
左
衛
門
、（
弘
前
市
教
育
委
員
会

編
『
弘
前
市
史
』
藩
政
編
、
一
九
六
三
、
六
五
五
―
六
六
一
頁
）

陸
奥
17
・
耶
麻
郡
・
一
ノ
沢
村
、
文
久
二
（
一
八
六
二
）、
喜
多
見
善
吉
「
西
国
道
中
記
」

（
磐
梯
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
磐
梯
町
史
』
民
俗
編
、
磐
梯
町
、
一
九
九
九
、
一

一
五
―
一
二
五
頁
）

出
羽
１
・
仙
北
郡
・
上
花
園
村
、
正
徳
二
（
一
七
一
二
）、
草

甚
吉
「
上
方
道
中
日
記
」

（
井
上
金
市
編
『
上
方
参
り
道
中
日
記
』
ふ
る
さ
と
の
昔
愛
好
会
・
千
葉
末
治
、

一
九
七
五
）

出
羽
２
・
村
山
郡
・
高
屋
村
、
安
永
六
―
七
（
一
七
七
七
―
七
八
）、
今
井
幸
七
「
参
宮
道

中
記
」（『
寒
河
江
市
史
編
集
叢
書
』
二
三
、
一
九
七
七
、
七
〇
―
一
一
四
頁
）

出
羽
３
・
由
利
郡
・
長
坂
村
、
天
明
二
（
一
七
八
二
）、
伊
藤
重
五
郎
「
参
宮
道
中
見
聞
録
」

（
大
内
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
大
内
町
史
』、
大
内
町
、
一
九
九
〇
、
四
四
四

―
四
四
六
頁
）

出
羽
４
・
秋
田
郡
・
中
茂
村
、
寛
政
三
（
一
七
九
一
）、
八
左
衛
門
「（
上
方
参
り
日
記
）」

（
上
小
阿
仁
村
史
編
纂
委
員
会
編
『
上
小
阿
仁
村
史
』
資
料
編
、
上
小
阿
仁
村
、

一
九
九
三
、
一
五
二
―
一
六
九
頁；

『
上
小
阿
仁
村
史
』
通
史
編
、
一
九
九
四
、

二
八
九
頁
）

出
羽
５
・
田
川
郡
、
文
化
五
？
（
一
八
〇
八
）、「（
欠
損
）」（
立
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編

『
立
川
町
史
史
料
五
　
伊
勢
参
宮
道
中
記
』、
立
川
町
、
一
九
九
三
、
一
八
〇
頁
）

出
羽
６
・
田
川
郡
・
鶴
岡
城
下
、
文
化
一
三
（
一
八
一
六
）、『
道
中
日
記
』、
鶴
岡
市
郷
土

資
料
館
蔵
（
Ｓ
Ｌ
八
三
九
）

出
羽
７
・
置
賜
郡
・
萩
生
村
、
文
政
五
（
一
八
二
二
）、
宇
津
木
良
輔
「
廻
国
行
程
記
」

（
飯
豊
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
飯
豊
町
史
』
上
、
飯
豊
町
、
一
九
八
六
、
八
二
五

―
八
二
八
頁
）

出
羽
８
・
田
川
郡
・
木
野
沢
村
、
文
政
九
（
一
八
二
六
）、
藤
四
郎
「
伊
勢
道
中
記
　
上
・

下
」（
立
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
立
川
町
史
史
料
五
　
伊
勢
参
宮
道
中
記
』、

山
形
県
東
田
川
郡
立
川
町
、
一
九
九
三
、
一
―
七
一
頁
）
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出
羽
９
・
最
上
郡
・
新
庄
北
本
町
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）、
高
山
四
郎
左
衛
門
「
参
詣
道

中
記
」（
新
庄
町
史
編
『
新
庄
市
史
』
三
、
近
世
、
新
庄
市
、
一
九
九
四
、
八
三

〇
―
八
四
四
頁
）

下
野
１
・
那
須
郡
・
小
船
戸
村
、
文
政
二
（
一
八
一
九
）、
花
塚
兵
吾
「
伊
勢
・
熊
野
・
金

ぴ
ら
道
中
記
」（
湯
津
上
村
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
湯
津
上
村
誌
』、
湯
津
上
村
、

一
九
七
九
、
二
一
七
―
二
四
二
頁
）

下
野
２
・
河
内
郡
・
猪
倉
村
、
弘
化
三
―
四
（
一
八
四
六
―
四
七
）、
福
田
藤
吾
「
伊
勢
・

西
国
道
中
記
」（
福
田
分
次
『
伊
勢
西
国
道
中
記
』、
自
刊
、
一
九
八
一
）

下
野
３
・
那
須
郡
・
下
塩
原
村
、
嘉
永
一
（
一
八
四
八
）、
伊
東
氏
「
伊
勢
詣
り
道
中
記
」

（
塩
原
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
塩
原
町
誌
』、
塩
原
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
〇
、

四
九
七
―
四
九
八
頁
）

常
陸
１
・
茨
城
郡
・
小
原
村
、
寛
政
一
二
（
一
八
〇
〇
）、
吹
野
周
助
「
伊
勢
参
宮
行
程
記
」

（
友
部
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
友
部
町
史
』、
友
部
町
長
、
一
九
九
〇
、
三
七

二
―
三
七
六
頁
）

常
陸
２
・
久
慈
郡
・
高
柴
村
、
文
化
九
（
一
八
一
二
）、
益
子
廣
三
郎
「
西
国
順
禮
道
中
記
」

（
大
子
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
西
国
順
禮
道
中
記
』、
一
九
八
六
）

常
陸
３
・
茨
城
郡
・
鯉
淵
村
、
文
政
一
（
一
八
一
八
）、
鯉
淵
善
衛
門
「
伊
勢
参
宮
道
中
記
」

（
内
原
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
内
原
町
史
』
通
史
編
、
内
原
町
長
、
一
九
九
六
、

六
二
一
―
六
二
五
頁
）

常
陸
４
・
久
慈
郡
・
留
村
、
天
保
三
（
一
八
三
二
）、
大
内
忠
三
郎
「
西
国
道
中
記
」（
日

立
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
新
修
日
立
市
史
』
上
、
日
立
市
長
、
一
九
九
四
、

六
五
〇
―
六
五
三
頁
）

常
陸
５
・
茨
城
郡
・
川
又
村
、
嘉
永
一
―
二
（
一
八
四
八
―
四
九
）、
人
見
善
三
郎
「
伊
勢

金
毘
羅
道
中
記
帳
」（
常
澄
村
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
常
澄
村
史
』、
常
澄
村
、

一
九
八
九
、
四
四
八
―
四
五
二
頁
）

常
陸
６
・
茨
城
郡
・
野
曽
村
、
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）、
道
口
耕
助
「
伊
勢
太
々
道
中
記
」

「
伊
勢
太
々
并
西
国
道
中
日
記
帳
」（
道
口
典
次
編
『
伊
勢
西
国
道
中
記
』、
一
九

九
一
、
二
六
―
七
九
頁
、
茨
城
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
茨
城
町
史
』
通
史
編
、

茨
城
町
、
一
九
九
五
、
四
〇
七
―
四
一
二
頁
）

常
陸
７
・
茨
城
郡
、
年
不
詳
、
表
題
不
詳
（
内
原
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
内
原
町
史
』

通
史
編
、
内
原
町
長
、
一
九
九
六
、
六
二
五
―
六
二
九
頁
）

下
総
１
・
海
上
郡
・
岩
井
村
、
宝
永
三
（
一
七
〇
六
）、「
表
紙
欠
」（
川
名
登
「
海
上
町
に

残
る
『
西
国
道
中
記
』」、
海
上
町
史
研
究
二
五
、
一
九
八
六
、
三
三
―
六
五
頁
）

下
総
２
・
葛
飾
郡
、
文
化
九
（
一
八
一
二
）、
大
熊
氏
「
西
国
道
中
日
記
帳
」（
松
戸
市
史
編
さ

ん
委
員
会
編
『
松
戸
市
』
資
料
編
一
、
松
戸
市
、
一
九
七
一
、
七
六
六
―
七
八
八
頁
）

下
総
３
・
相
馬
郡
、
文
政
七
―
八
（
一
八
二
四
―
五
）、
香
山
氏
「
道
中
泊
休
覚
之
帳
」（
川

崎
吉
男
『
伊
勢
参
宮
日
記
考
』
上
、
筑
波
書
林
、
一
九
八
七
、
一
六
―
四
五
頁
）

下
総
４
・
葛
飾
郡
・
酒
井
根
、
天
保
一
四
（
一
八
四
三
）、「
道
中
日
記
帳
」（
柏
市
史
編
さ

ん
委
員
会
編
『
柏
市
史
』
近
世
編
、
柏
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
五
、
六
二
五

―
六
三
〇
頁
）

下
総
５
・
海
上
郡
、
安
政
三
（
一
八
五
六
）、「
西
国
道
中
日
記
帳
」（
川
名
登
「
庶
民
の
旅
」、

海
上
町
史
研
究
二
九
、
一
九
八
九
、
六
四
―
七
九
頁
）

下
総
６
・
相
馬
郡
・
加
納
新
田
、
安
政
七
（
一
七
七
八
）、
堀
越
彦
右
衛
門
「
西
﹇
文
字
不

明
﹈」（
利
根
町
教
育
委
員
会
・
利
根
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
利
根
町
史
』
五
、

社
寺
編
、
利
根
町
、
一
九
九
三
、
二
二
〇
―
二
五
七
頁
）
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上
総
１
・
長
柄
郡
・
刑
部
村
、
文
化
七
（
一
八
一
〇
）、
池
座
仙
次
郎
「
西
国
順
禮
日
記
帳
」

（
長
柄
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
長
柄
町
史
』、
長
柄
町
役
場
、
一
九
七
七
、
四
三

六
―
四
九
六
頁
）

上
総
２
・
市
原
郡
・
加
茂
村
、
文
政
三
（
一
八
二
〇
）、
石
井
十
郎
右
衛
門
「
表
題
不
詳
」

（
小
幡
重
康
「
昔
の
旅
（
道
中
記
よ
り
）」、
房
総
路
二
四
、
一
九
九
一
、
二
〇
―

二
一
頁
）

上
総
３
・
武
射
郡
・
境
村
、
天
保
一
四
（
一
八
四
三
）、「
西
国
順
礼
旅
中
控
」（
千
葉
県
山

武
郡
芝
山
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
芝
山
町
史
』
資
料
編
三
、
近
世
編
、
千
葉

県
山
武
郡
芝
山
町
、
一
九
九
八
、
三
八
八
―
四
〇
八
頁
）

上
総
４
・
夷
隅
郡
・
上
布
施
村
、
天
保
一
五
（
一
八
四
四
）、
井
上
氏
「
西
国
順
礼
日
記
」

（
大
原
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
大
原
町
史
』
史
料
編
三
、
大
原
町
、
一
九
九
一
、

六
二
八
―
六
三
三
頁
）

安
房
１
・
寛
政
一
二
（
一
八
〇
〇
）、（
山
口
杉
庵
編
「
伊
勢
参
宮
西
国
巡
礼
道
中
記
抄
」、

安
房
先
賢
偉
人
顕
彰
会
編
『
安
房
先
賢
遺
著
全
集
』、
一
九
三
九
、
七
五
二
―
七

五
五
頁
）

安
房
２
・
安
房
郡
・
珠
師
ケ
谷
、
弘
化
七
（
一
八
五
四
）、「
道
中
記
」（
丸
山
町
史
編
集
委

員
会
編
『
丸
山
町
史
』、
丸
山
町
、
一
九
八
九
、
三
一
九
―
三
二
一
頁
）

武
蔵
１
・
多
摩
郡
・
日
向
和
田
村
、
享
和
三
（
一
八
〇
三
）、
小
林
儀
兵
衛
「
道
中
日
記
」

（
青
梅
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
青
梅
市
史
資
料
集
』
一
九
、
一
九
七
四
、
八
四

―
九
〇；

青
梅
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
青
梅
市
史
』
上
巻
、
東
京
都
青
梅
市
、

一
九
九
五
、
五
九
二
―
六
二
一
頁
）

武
蔵
２
・
豊
島
郡
・
下
村
、
文
化
八
（
一
八
一
一
）、「
伊
勢
道
中
日
記
控
」（
北
区
史
編
纂

調
査
会
編
『
北
区
史
』
資
料
編
　
近
世
二
、
一
九
九
五
、
一
三
八
―
一
五
二
、

分
析
は
保
垣
孝
幸
「
伊
勢
参
宮
と
『
道
中
日
記
』
―
―
そ
の
資
料
的
正
確
の
検

討
を
中
心
に
―
―
」、（
東
京
都
北
区
教
育
委
員
会
）
文
化
財
研
究
紀
要
七
、
一

九
九
四
、
一
八
―
三
二
頁
）

武
蔵
３
・
埼
玉
郡
・
西
袋
村
、
文
化
一
三
（
一
八
一
六
）、
小
沢
平
右
衛
門
「
西
国
道
中
日

記
」（
小
沢
正
弘
「
近
世
後
期
一
農
民
の
社
寺
参
詣
（
上
）」、
埼
玉
史
談
一
八
―

二
、
一
九
七
一
、
一
〇
―
一
六
、
三
一
頁
、「
同
（
下
）」、
埼
玉
史
談
一
八
―
三
、

一
九
七
一
、
一
〇
―
一
七
頁

武
蔵
４
・
入
間
郡
・
上
富
村
、
文
政
六
（
一
八
二
三
）、「
伊
勢
西
国
道
中
日
記
」（
三
芳
町

史
編
集
委
員
会
編
『
三
好
町
史
』
史
料
編
一
、
三
芳
町
、
一
九
八
六
、
四
一
五

―
四
三
五
頁：

三
芳
町
史
編
集
委
員
会
編
『
三
好
町
史
』
民
俗
編
、
三
芳
町
、

一
九
九
二
、
六
五
四
―
六
五
八
頁
）

武
蔵
５
・
多
摩
郡
・
上
石
原
村
、
文
政
八
（
一
八
二
五
）、
田
中
屋
重
治
「
伊
勢
西
国
道
中

日
記
帳
」（
調
布
市
史
編
集
委
員
会
編
『
調
布
市
史
』
中
、
一
九
九
二
、
四
五
四

―
四
六
二
頁：

成
畑
誠
「
伊
勢
西
国
へ
の
旅
―
―
文
政
八
年
の
道
中
日
記
か
ら

―
―
」、（
調
布
市
立
）
郷
土
博
物
館
だ
よ
り
六
一
、
二
〇
〇
二
、
三
―
六
頁
、

郷
土
博
物
館
だ
よ
り
六
二
、
二
〇
〇
二
、
二
―
六
頁
）

武
蔵
６
・
比
企
郡
・
野
本
村
、
文
政
八
（
一
八
二
五
）、
布
施
田
兵
庫
「
道
中
日
記
覚
帳
」

（
東
松
山
市
教
育
委
員
会
事
務
局
史
編
さ
ん
課
編
『
東
松
山
市
史
』
資
料
編
三
、

近
世
、
東
松
山
市
、
一
九
八
三
、
二
二
八
―
二
三
二
頁
）

武
蔵
７
・
埼
玉
郡
・
屈
巣
村
、
文
政
一
〇
（
一
八
二
七
）、
朝
見
富
三
郎
「
西
国
道
中
日
記

覚
帳
」（
川
里
村
教
育
委
員
会
編
『
川
里
村
史
』
資
料
編
二
、
近
世
、
川
里
村
、

一
九
九
六
、
一
二
二
―
一
五
三
頁
）

武
蔵
８
・
足
立
郡
・
与
野
、
天
保
六
（
一
八
三
五
）、「
旅
宿
其
外
懐
中
日
記
」（
与
野
市
企

画
部
市
史
編
さ
ん
室
編
『
与
野
市
史
』
通
史
編
上
、
与
野
市
長
、
一
九
八
七
、

六
六
〇
―
六
六
五
頁
）
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武
蔵
９
・
高
麗
郡
・
大
塚
野
村
、
天
保
六
―
七
（
一
八
三
五
―
六
）、「
道
中
記
」（
鶴
ヶ
島

町
史
編
さ
ん
室
編
『
鶴
ヶ
島
町
史
』
近
世
資
料
編
四
、
鶴
ヶ
島
町
、
一
九
八
五
、

六
一
四
―
六
三
六
頁
）

武
蔵
10
・
埼
玉
郡
・
表
慈
恩
寺
村
、
天
保
一
二
（
一
八
四
一
）、
飯
田
千
代
蔵
「
西
国
道
中

記
」（
岩
槻
市
教
育
委
員
会
市
史
編
さ
ん
室
編
『
岩
槻
市
史
』、
近
世
史
料
編
四
、

地
方
史
料
（
下
）、
岩
槻
市
、
一
九
八
二
、
九
〇
五
―
九
二
三
頁
）

武
蔵
11
・
埼
玉
郡
、
天
保
一
二
（
一
八
四
一
）、「
伊
勢
参
宮
日
記
」（
加
須
市
史
編
さ
ん
室

編
『
加
須
市
史
』
資
料
編
一
　
原
始
・
古
代
・
中
世
・
近
世
、
埼
玉
県
加
須
市
、

一
九
八
四
、
九
五
五
―
一
〇
〇
六
頁
）

武
蔵
12
・
多
摩
郡
・
上
石
原
村
、
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）、
田
中
屋
重
蔵
「（
道
中
日
記
）」

（
調
布
市
郷
土
博
物
館
編
『
田
中
屋
重
蔵
伊
勢
へ
行
く
』、
一
九
九
一
）

武
蔵
13
・
埼
玉
郡
・
上
崎
村
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）、「
伊
勢
大
々
西
国
三
拾
三
所
順
道

中
日
記
」（
騎
西
町
史
編
さ
ん
室
編
『
騎
西
町
史
』
近
世
資
料
編
、
騎
西
町
教
育

委
員
会
、
一
九
八
九
、
六
一
五
―
六
四
八
頁
）

武
蔵
14
・
埼
玉
郡
・
小
久
喜
村
、
安
政
六
（
一
八
五
九
）、
鬼
久
保
文
輔
『
伊
勢
道
中
日
記

帳
』、
埼
玉
県
立
文
書
館
蔵
、
鬼
久
保
三
三
二
〇

武
蔵
15
・
足
立
郡
・
羽
貫
村
、
文
久
二
（
一
八
六
二
）、『
伊
勢
・
紀
州
・
讃
岐
・
芸
州
道

中
記
』、
埼
玉
県
立
文
書
館
蔵
、
加
藤
家
文
書

武
蔵
16
・
入
間
郡
・
上
野
村
、
年
不
詳
（
寛
政
以
後
か
？
）、
大
野
喜
左
衛
門
『
西
国
道
中

記
』、
埼
玉
県
立
文
書
館
所
蔵
、
平
山
家
文
書
一
二
七
一

相
模
１
・
足
柄
郡
・
穴
部
村
、
享
保
六
（
一
七
二
一
）、
穴
部
村
名
主
「
表
題
不
詳
」（
小

田
原
市
編
『
小
田
原
市
史
』
史
料
編
　
近
世
二
　
藩
領
一
、
小
田
原
市
、
一
九

八
九
、
五
八
七
―
五
九
一
頁
）

相
模
２
・
小
田
原
、
寛
政
六
（
一
七
九
四
）
・
三
―
六
、（
辻
村
）
市
郎
兵
衛
「
西
国
め
ぐ

り
旅
日
記
」（
西
海
賢
二
氏
筆
耕
）

相
模
３
・
小
田
原
、
寛
政
六
（
一
七
九
一
）
・
三
―
六
、
辻
村
長
蔵
「
伊
勢
参
宮
西
国
廻
」

（
西
海
賢
二
氏
筆
耕
）

相
模
４
・
足
柄
郡
・
鍛
冶
屋
村
、
文
化
七
（
一
八
一
〇
）、「
表
題
欠
」（
湯
河
原
町
史
編
さ

ん
室
編
『
湯
河
原
町
史
』
一
、
原
始
・
古
代
・
中
世
・
近
世
資
料
編
、
湯
河
原

町
、
一
九
八
四
、
五
六
〇
―
五
九
九
頁
）

相
模
５
・
高
座
郡
・
上
九
沢
村
、
慶
応
二
（
一
八
六
六
）、
笹
野
源
兵
衛
「
道
中
日
記
蝶
」

（
長
田
か
な
子
「
近
世
相
模
原
地
域
農
民
の
旅
二
」、（
相
模
原
市
立
図
書
館
）
古

文
書
室
紀
要
一
一
、
一
九
八
八
、
二
八
―
六
六
頁
）

甲
斐
１
・
山
梨
郡
、
享
保
六
（
一
七
二
一
）、
依
田
長
安
「
万
覚
日
記
」（
国
立
史
料
館
編

『
依
田
長
安
一
代
記
』、
一
九
八
五
、
二
一
九
―
二
三
三
頁
）

信
濃
１
・
諏
訪
郡
・
芹
箇
沢
村
、
安
永
九
（
一
七
八
〇
）、
北
澤
作
平
「
西
国
道
中
諸
日
記

帳
」（
茅
野
市
編
『
茅
野
市
史
』
史
料
編
　
中
世
・
近
世
・
近
現
代
、
茅
野
市
、

一
九
九
一
、
五
九
八
―
六
〇
〇
頁；

『
茅
野
市
史
』
中
巻
　
中
世
・
近
世
、
茅
野

市
、
一
九
八
七
、
八
八
二
―
八
八
四
・
一
〇
四
六
頁
）

伊
豆
１
・
君
沢
郡
・
大
久
保
村
、
天
保
一
二
（
一
八
四
一
）、
勝
呂
峰
蔵
「
万
控
覚
帳
」

（
土
肥
町
教
育
委
員
会
編
『
土
肥
の
古
文
書
』
一
、
一
九
八
三
、
七
六
―
八
三
頁
）

駿
河
１
・
駿
東
郡
・
大
御
神
村
、
天
保
一
三
（
一
八
四
二
）、
天
野
文
左
衛
門
「
西
国
四
国

所
々
泊
控
帳
　
参
詣
所
並
其
外
日
記
控
帳
」（
小
山
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
小

山
町
史
』
二
　
近
世
資
料
集
一
、
小
山
町
、
一
九
九
一
、
五
五
八
―
五
八
四

頁；

小
山
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
小
山
町
史
』
七
　
近
世
通
史
編
、
小
山
町
、

一
九
九
八
、
五
七
二
―
五
七
九
頁
）
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遠
江
１
・
山
名
郡
・
松
原
村
、
寛
政
一
二
（
一
八
〇
〇
）、
原
伊
右
衛
門
「
道
中
万
覚
帳
」

（
足
羽
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
足
羽
町
史
』
資
料
編
二
　
近
世
、
足
羽
町
、
一

九
九
六
、
七
九
七
―
八
〇
二
頁
）

遠
江
２
・
豊
田
郡
、
文
化
四
（
一
八
〇
七
）、
龍
泉
寺
州
椿
禅
師
「
西
国
順
礼
道
中
記
」

（『
浜
北
市
史
』
資
料
編
　
近
世
三
、
浜
北
市
、
一
九
九
〇
、
三
八
―
五
一
頁
）

遠
江
３
・
城
東
郡
・
加
茂
村
、
文
政
七
（
一
八
二
四
）、『
覚
』、
横
山
家
文
書
、
菊
川
町
立

図
書
館
蔵
（
菊
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
菊
川
町
史
』
近
世
資
料
編
、
菊
川

町
、
一
九
九
七
、
五
六
九
―
五
八
七
頁
、
＊
記
録
年
不
詳
と
あ
る
）

遠
江
４
・
周
智
郡
・
原
山
村
、
天
保
二
（
一
八
三
一
）、
小
の
八
代
「
さ
い
こ
く
覚
帳
」

（
春
野
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
春
野
町
史
』
資
料
編
二
、
春
野
町
、
一
九
九
一
、

八
二
五
―
八
三
五
頁
）

遠
江
５
・
榛
原
郡
・
上
新
田
村
、
天
保
一
二
（
一
八
四
一
）、「
御
旅
行
受
名
録
」（
静
岡
県

編
『
静
岡
県
史
』
資
料
編
一
二
　
近
世
四
、
静
岡
県
、
一
九
九
五
、
八
七
二
―

八
九
四
頁
）

遠
江
６
・
榛
原
郡
・
川
崎
村
、
天
保
一
五
（
一
八
四
二
）、
惣
左
衛
門
「
西
国
道
中
日
記
帳
」

（
榛
原
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
静
岡
県
榛
原
町
史
』
中
、
榛
原
町
史
編
纂
委
員
会
、

一
九
八
八
、
四
七
七
―
四
八
二
頁；

榛
原
町
文
化
財
保
護
審
議
会
編
『
榛
原
町

古
文
書
の
手
び
き
』、
榛
原
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二
、
五
〇
―
五
二
頁
（
大

幅
に
省
略
））

三
河
１
・
宝
飯
郡
・
前
芝
村
、
天
明
六
（
一
七
八
六
）、
兼
隣
「
西
遊
記
行
（
加
藤
六
蔵
広

当
の
遺
稿
）」（
渡
辺
和
敏
監
修
『
近
世
豊
橋
の
旅
人
た
ち
―
―
旅
日
記
の
世
界

―
―
』、
豊
橋
市
二
川
宿
本
陣
資
料
館
、
二
〇
〇
二
、
六
一
―
八
一
頁
）

三
河
２
・
設
楽
郡
・
連
村
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）、「
道
中
記
」（
豊
根
村
編
『
豊
根
村

誌
』、
資
料
編
一
、
豊
根
村
、
一
九
九
一
、
四
九
〇
―
五
〇
二
頁
）

三
河
３
・
宝
飯
郡
・
西
浦
村
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）、
吉
見
林
助
「
西
国
道
中
日
記
帳
」

（
蒲
郡
市
教
育
委
員
会
・
蒲
郡
市
誌
編
纂
委
員
会
編
『
蒲
郡
市
誌
』、
史
料
目
録
、

蒲
郡
市
、
一
九
七
二
、
一
七
〇
―
一
七
二
頁
）

三
河
４
・
渥
美
郡
、
年
不
詳
、「
表
題
無
し
」（「
西
国
三
十
三
所
巡
り
」、
渡
辺
和
敏
監
修

『
近
世
豊
橋
の
旅
人
た
ち
―
―
旅
日
記
の
世
界
―
―
』、
豊
橋
市
二
川
宿
本
陣
資

料
館
、
二
〇
〇
二
、
五
二
九
―
五
六
一
頁
）

佐
渡
１
・
加
茂
郡
・
原
黒
村
、
文
久
二
（
一
八
六
二
）、
藤
井
清
右
衛
門
「
上
方
参
り
旅
日

記
」（
両
津
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
両
津
市
誌
』
上
、
両
津
市
役
所
、
一
九
八

七
、
七
五
三
―
七
六
〇
頁
）

越
後
１
・
蒲
原
郡
、
享
保
二
〇
（
一
七
三
五
）、
吉
右
エ
門
「
伊
勢
御
参
宮
道
中
記
」（
加

治
川
村
文
化
財
調
査
審
議
会
編
『
郷
土
誌
』
四
、
近
世
編
、
一
九
八
八
、
九
〇

―
九
六
頁
）

越
後
２
・
刈
羽
郡
・
五
十
土
村
、
文
化
二
（
一
八
〇
五
）、
猪
俣
重
吉
「
伊
勢
国
関
西
国
順

礼
講
」（
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
柏
崎
市
史
』
資
料
集
、
民
俗
編
、
柏
崎
市
史

編
さ
ん
室
、
一
九
八
六
、
七
三
一
―
七
四
一
頁
）

越
後
３
・
蒲
原
郡
、
文
政
六
（
一
八
二
三
）、「
西
国
順
礼
道
中
日
記
」（
小
須
戸
町
史
編
纂

委
員
会
編
『
小
須
戸
町
史
』、
小
須
戸
町
役
場
、
一
九
八
三
、
三
五
三
頁
）

中
山
道
経
由
日
記

陸
奥
Ｂ
―
１
・
稗
貫
郡
・
鍋
倉
村
、
万
延
三
（
一
八
六
二
）、「
御
本
山
参
り
并
西
国
三
十

三
所
諸
々
神
々
参
詣
仕
候
　
道
中
手
控
」（
熊
谷
章
一
『
花
巻
市
史
』
資
料

編
一
、
花
巻
市
教
育
委
員
会
、
一
九
七
五
、
一
三
二
―
一
七
三
頁
）
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出
羽
Ｂ
―
１
・
置
賜
郡
・
高
梨
村
、
天
保
一
一
（
一
八
四
〇
）、
遠
藤
き
よ
女
「
納
経
帳
？
」

（
長
井
市
教
育
委
員
会
編
『
長
井
市
史
』
第
二
卷
　
近
世
編
、
長
井
市
、
一

九
八
二
、
八
六
八
―
八
七
二
頁
）

出
羽
Ｂ
―
２
・
由
利
郡
・
新
庄
村
、
明
和
二
（
一
七
六
五
）、
木
村
有
周
「
伊
勢
参
宮
・
西

国
巡
拝
道
中
記
」（
矢
島
町
史
編
纂
委
員
会
・
矢
島
町
教
育
委
員
会
編
『
続

矢
島
町
史
』
上
、
一
九
八
三
、
矢
島
町
、
五
五
八
―
五
八
頁

武
蔵
Ｂ
―
１
・
横
見
郡
・
名
和
村
、
寛
政
六
（
一
七
九
四
）、
鈴
木
喜
平
治
「
讃
州
道
中
宿

帳
」（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
編
『
鈴
木
家
文
書
』
第
五
卷
、
一
九
七
九
、
四

二
七
―
四
三
四
頁：
西
木
浩
一
「
近
世
武
州
に
お
け
る
「
長
吏
」
の
廻
国

順
拝
」
人
民
の
歴
史
学
　
第
八
六
号
、
一
九
八
五
・
一
二
、
二
五
―
三
六

頁
）

山
陽
道
（
航
路
含
む
）
経
由
日
記

備
後
Ｂ
―
１
・
三
谿
郡
、
延
享
四
（
一
七
四
七
）、
田
淵
貞
次
郎
「
伊
勢
参
宮
・
西
国
順

礼
・
名
所
旧
跡
道
中
日
記
」（
堀
江
文
人
『
三
好
地
方
史
論
集
』、
三
好
地

方
史
研
究
会
、
一
九
七
九
、
二
四
五
―
二
六
二
頁
）

備
後
Ｂ
―
２
・
沼
隈
郡
・
山
手
村
、
文
化
三
（
一
八
〇
六
）、
三
谷
嘉
十
郎
「
西
国
道
中
記
」

（
福
山
城
友
の
会
編
『
西
国
道
中
記
―
―
三
谷
家
文
書
―
―
』、
一
九
九
三
）

出
雲
Ｂ
―
１
・
能
義
郡
・
母
里
村
、
万
延
一
（
一
八
六
〇
）、
西
村
美
須
女
「
多
比
能
実
知

久
佐
」（
日
吉
津
村
編
『
日
吉
津
村
誌
』
下
、
日
吉
津
村
、
一
九
八
六
、
三

一
七
―
四
七
七
頁
）

伊
予
Ｂ
―
１
・
桑
村
郡
・
明
理
川
村
、
宝
暦
三
（
一
七
五
三
）、
幸
吉
「
伊
勢
参
宮
西
国
道

中
記
」（
東
予
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
東
予
市
誌
』、
東
予
市
、
一
九
八

七
、
四
四
五
―
四
四
八
頁
）

筑
前
Ｂ
―
１
・
嘉
麻
郡
・
佐
与
村
、
文
久
二
（
一
八
六
二
）、
白
土
種
安
「
伊
勢
・
西
国
参

宮
道
中
記
」（
頴
田
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
頴
田
町
史
』、
頴
田
町
教
育
委

員
会
、
一
九
八
四
、
一
一
二
―
一
二
二
頁
）

豊
後
Ｂ
―
１
・
海
部
郡
・
大
志
生
木
村
、
安
永
三
（
一
七
七
四
）、
後
藤
元
平
「
西
国
道
中

附
」（
松
本
政
信
『
西
国
道
中
記
』、
自
刊
、
一
九
九
〇
）

豊
後
Ｂ
―
２
・
大
野
郡
・
清
川
村
、
文
化
二
（
一
八
〇
五
）、
羽
田
野
幸
兵
衛
「
登
京
西
国

名
所
海
陸
記
」（
大
分
県
総
務
部
総
務
課
編
『
大
分
県
史
』
近
世
篇
四
、
大

分
県
、
一
九
九
〇
、
四
八
〇
―
四
八
一
頁
）

豊
後
Ｂ
―
３
・
海
部
郡
・
関
手
永
代
志
生
木
村
、
文
政
三
（
一
八
二
〇
）、
後
藤
徳
左
衛
門

「
西
国
道
中
附
」（
松
本
政
信
『
西
国
道
中
記
』、
自
刊
、
一
九
九
〇
）

肥
前
Ｂ
―
１
・
松
浦
郡
・
伊
万
里
、
寛
政
一
（
一
七
八
九
）、
前
川
善
太
郎
「
伊
勢
参
宮
並

西
国
卅
三
所
順
礼
道
中
記
」（
前
山
博
『
伊
勢
参
宮
並
西
国
卅
三
所
順
礼
道

中
記
』、
一
九
九
四
）


